
『後継者に事業を円滑に引き継ぎたい』 
 

経営承継法による事業承継円滑化に向けた総合的支援 
                                   

  せさ                                 

                                   

                                   

 
対象となる方  

【遺留分特例】相続による自社株式等の散逸を防止したい非上場中小企業の後継者 
【金融支援】事業承継に伴い多額の資金ニーズが発生している非上場中小企業とその後継者 
【事業承継税制】相続税・贈与税等の納税猶予（51頁参照）の適用を受けようとする非上場中小
企業の後継者 

 
支援内容  

■遺留分※特例 
一定の要件を満たす後継者（親族外も対象）が、遺留分権利者全員との合意及び所要

の手続（経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可）を経ることにより、以下の民法の特例
の適用を受けることができます。 

※ 「遺留分」とは、配偶者や子など（遺留分権利者）に民法上保障される最低限の資産承継の権利です。

後継者への生前贈与により、相続時に他の遺留分権利者が実際に得られた相続財産が「遺留分」に

足りない場合に、後継者が、他の遺留分権利者から「遺留分」を取り戻すための請求（遺留分減殺請

求）を受けるおそれがあります。 

 
①生前贈与株式を遺留分の対象から除外 

贈与株式を遺留分減殺請求の対象外とすることで、相続に伴う株式分散を未然に
防止できます。 

②生前贈与株式の評価額を予め固定 
後継者の貢献による株式価値上昇分を遺留分減殺請求の対象外とすることで、企

業価値の向上を心配することなく経営に集中できます。 
  
■金融支援 

事業承継に伴う多額の資金ニーズ（自社株式や事業用資産の買取資金、相続税納税
資金等）や信用力低下による取引・資金調達等への支障が生じている場合に、経済産業
大臣の認定を受けることを前提として、①信用保険の別枠化による信用保証枠の実質的な
拡大、②株式会社日本政策金融公庫等による代表者個人に対する貸付け※を利用するこ
とができます。 

 
■事業承継税制（51頁参照） 
事業承継税制については、経営承継法における経済産業大臣の認定を受けた非上場中小企業

の後継者が対象です。 
雇用確保を始めとする事業継続要件などを満たす場合に、自社株式等に係る相続税や贈与税

の納税が猶予されます。 
 
 
 
 

後継者に事業を承継する場合などに、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

（経営承継法）」に基づき、事業承継円滑化に向けた支援を受けることができます。 

お問い合わせ先 
中小企業庁 財務課 TEL：03-3501-5803 
各地方経済産業局産業部中小企業課 （巻末お問い合わせ先一覧参照）  

 『地域コミュニティの担い手である商店街に対する支援を受けたい』 
 

地域商店街活性化法に基づく支援 
 

 
 
 
 
 
 

                                    

     た事業活動の促進に関する法律       
対象となる方   

（１）商店街振興組合、事業協同組合など 

（２）特定非営利活動（NPO）法人、一般社団法人、一般財団法人  
 

支援内容   
（１）補助金：地域・まちなか商業活性化支援事業（地域商業自立促進事業）（19 頁参照） 

商店街等において、歩行者通行量の増加、売上増加等に効果のある事業であって、地域住

民等のニーズや当該商店街等を取り巻く外部環境の変化に適合した「地域資源活用」、「外国

人対応」、「少子・高齢化対応」、「新陳代謝」、「構造改善」、「地域交流」の分野に係る新た

な取組により、商店街等の中長期的な発展及び自立化の促進に資する事業に係る経費を補

助します。地域商店街活性化法に基づく「商店街活性化事業計画」の認定を受けることにより、

採択審査時に有利な取扱いを受けることができます。 
 

（２）信用保険の保証限度額の別枠化（263 頁参照） 

 普通保険、無担保保険、特別小口保険に同額の別枠を設けることができます。  
（３）課税の特例 

認定を受けた事業に利用されることを目的に土地を譲渡した場合、その譲渡所得から 1,500 万

円の特別控除が受けられます。  
（４）都道府県又は市町村による無利子融資（（独）中小企業基盤整備機構の高度化融資） 

                                            （270 頁参照） 

 都道府県又は市町村（特別区を含む。）が認定事業者等に対して必要な資金を無利子貸付

けする場合に、（独）中小企業基盤整備機構が貸付金の一部を分担できるようにします。  
（５）低利融資制度（（株）日本政策金融公庫の融資）（289 頁参照） 

地域商店街活性化法に基づく商店街活性化事業計画の認定を受けた地域内の中小小売商

業者等の事業資金について低利融資を実施します。 

 
ご利用方法   

（１）支援内容のご利用にあたり、地域商店街活性化法に基づいて、「商店街活性化事業計画」を

作成する必要がありますので、各経済産業局の担当部局、全国商店街支援センターにお問い合

せ下さい。  
（２）「商店街活性化事業計画」の認定の後、個別の支援内容ごとに関係機関の審査や確認が必

要となります。 

 

 

 商店街が「地域コミュニティの担い手」として行う地域住民の生活の利便を高める取組等に対し、

国が「商店街活性化事業計画」等の認定を行い、当該計画に基づいて予算措置や税制措置、金

融措置などにより総合的な支援を展開します。 

 
お問い合わせ先 

各経済産業局 商業振興室 等（巻末お問い合わせ先一覧参照）  
全国商店街支援センター TEL：03-6228-3061 
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